
鮫川村幼児送迎バス運行実施要綱

（運行の目的）

第１条 教育委員会は、さめがわこどもセンターに遠隔地から通う幼児を輸送するために鮫川村幼児

送迎バス（以下「幼児バス」という。）を運行し、もってさめがわこどもセンターへの入園を奨励

する。

（念書の提出）

第２条 幼児バスを利用しようとする者の保護者は、幼児送迎バス念書(様式第１号)を教育長に提出
しなければならない。

（運行経費の負担）

第３条 幼児バス運行に必要な経費のうち、運転手の賃金及びバスの管理に係る諸経費は、教育委員

会が負担する。

２ 幼児バスの添乗業務に当たる者（以下「添乗員」という。）の賃金については、幼児バスを利用

する者の保護者（以下｢保護者｣という。）が組織する鮫川村幼児送迎バス保護者協議会（以下｢保護

者会｣という。）が負担する。

（バス代の納入）

第４条 前条第２項に定める保護者会が負担する額のうち、保護者の納入すべき額（以下「バス代」

という。）は、幼児バスを利用する者１名当たり月額２，５００円とし、不足分については、鮫川

村の補助金をもって充てる。

２ バス代の納入方法及び期日は、さめがわこどもセンター園長が定める。

３ １日のうちの一部及び月の途中において幼児バスを利用し、又は取止めた場合であっても、第１

項に定める当該月のバス代を納入しなければならない。

４ 月の初日から末日までの１月にわたって幼児バスを利用なかった場合は、当該月のバス代は納入

しない。

（バス代の減免）

第５条 教育長は、次の要件に該当する場合は、バス代を減額し、又は免除することができる。

１ 幼児バスを利用する者の世帯が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯の場

合

２ その他、教育長が特別の理由があると認めた場合

（保護者会）

第６条 保護者会に会長１名及び方部連絡員若干名の役員を置く。

２ 役員はさめがわこどもセンター園長が委嘱し、任期は１年とする。

３ 役員は次の職務を行う。

(１) 会長は保護者会を代表し、総会及び役員会を招集した時は会議を主宰する。

(２) 方部連絡員は、会の活動について必要な事項を処理するとともに、豪雨、降雪等緊急事態に

よりバスの運行に変更が生じた場合、受け持ち区域内の利用者にその旨を連絡する。

４ 総会及び役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

５ 保護者会の事務は、さめがわこどもセンターが行う。

（雇用契約）

第７条 幼児バス添乗員の添乗業務雇用契約は、保護者会が契約を締結する。



(幼児バスの運行)
第８条 運行経路及び時間については、さめがわこどもセンター園長が決定し、利用者に通知する。

（運休又は運行時刻の変更）

第９条 幼児バスの運行上危険と認められる場合又はさめがわこどもセンターの運営上必要がある

時は、運行を休止し、又は時間を変更して運行する場合がある。

（自宅と停留所間の送迎）

第１０条 自宅と幼児バス停留所間の送迎は、保護者の責任において行われなければならない。

（利用対象者）

第１１条 幼児バスを利用できる者は、生後６か月以上とし次のいずれかに該当する者とする。

１ さめがわこどもセンターに通園する園児

２ 鮫川たんぽぽの家の通所者

３ その他、教育長が特別の理由があると認めた場合

（利用の制限）

第１２条 次の場合は、幼児送迎バスの利用を制限又は取り止めることができる。

１ 利用者が感染症に罹患した場合

２ バス代を３ヶ月以上滞納した場合

３ 安全な運行に支障をきたす恐れがある場合

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

この要綱は、令和元年４月１日から施行する。



様式第１号（第２条関係）

幼児送迎バス念書

この度下記の者が、さめがわこどもセンターに通園するため、鮫川村幼児送迎バスに

乗車することに同意するとともに、乗車中における怪我など（故意又は喧嘩による場合

を除く）に対し、自動車損害賠償責任保険及び当該送迎バスの同乗者を対象として任意

加入している保険による賠償以外の一切の賠償請求はいたしません。

記

１．乗車する幼児

【特記事項】

２．乗車希望場所 □ 現居住地付近

□ 現居住地以外（ ）

３．乗車開始日 年 月 日

年 月 日

鮫川村教育委員会教育長 様

（保護者）住所：鮫川村大字 字

氏名：

電話番号： ― ―

(注)１．乗降する場所が異なる場合は、「現居住地以外」の欄に記入してください。
２．乗降場所は希望に添えない場合があります。

幼 児 氏 名 生年月日 性別 利用区分

年 月 日 男・女 朝・帰り

年 月 日 男・女 朝・帰り

年 月 日 男・女 朝・帰り


